
 

令和３年１２月１６日付けで、３つの都市計画を決定・変更しています。 

注意 現時点のＨＰ・窓口端末に反映されておりません。 

 

〇令和３年１２月１６日付告示第６２６号 久留米小郡都市計画特定用途誘導地区の決定 

 

種 類 面 積 

建築物等

の誘導す

べき用途 

誘導施設

を有する

建築物の

容積率の

最高限度 

容積率の

最低限度 

建築物の

建築面積

の最低限

度 

建築物の

高さの最

高限度 

備考 

高次医療

施設 
約 43 ha 病院※１ 

別表のと

おり 
－ － －  

計 約 43 ha       

※１：医療法第４条に定める地域医療支援病院、医療法第４条の２に定める特定機能病院 

 

別表 

（建築物の容積率の最高限度） 

  当該建築物の全部又は一部を誘導すべき用途に供する建築物の容積率の最高限度は、 

次に定める式によって計算した数値とする。 

   Ｖ＝Ｖｃ ＋ Ｒ × １０／１０ 

この式において、Ｖ、Ｖｃ、Ｒは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ｖ ：建築基準法第５２条第１項第６号の数値 

Ｖｃ：用途地域に関する都市計画において定められた容積率 

Ｒ ：建築物の誘導用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合 

 

「位置及び区域」 

  〇久留米大学病院付近     〇聖マリア病院付近       〇新古賀病院付近 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇令和３年１２月１６日付告示第６２５号 久留米小郡都市計画用途地域の変更 

 変更箇所：久留米小郡都市計画道路３・４・１９－１号 東櫛原町本町線沿道の一部 

（諏訪野町、東町、西町、花畑二丁目） 

 変更内容：【旧】第２種住居地域（200/60） ⇒ 【新】商業地域（400/80） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇令和３年１２月１６日付告示第６２４号 久留米小郡都市計画公園の変更 

 

 

 

 

 

 

 

種別 
名     称 

位   置 面積 
番  号 公 園 名 

近隣公園 ３･３･３０１ 高山公園 
久留米市東櫛原町字西牛居、 

東白土、野添、寺町 

約１．１ha 

（約１．４ha） 

：特定用途誘導地区（病院） 

下線部は新 （ ）は旧 

お知らせ 


